
川北町職員採用候補者試験の実施案内 

 

 

 令和８年度川北町職員採用候補者試験（令和９年度採用）を次のとおり行います。 

 

１ 採用予定人員及び職種 

   事務職    若干名（障害者含む） 

   保育士   若干名 

 

 

２ 受験資格等 

 

事務職 

大 卒 
平成３年４月２日から平成１７年４月１日までに生まれ

た者 

高 校・ 

短大卒 

平成３年４月２日から平成２１年４月１日までに生まれ

た者 

 

保育士 

 

昭和６１年４月２日以降に生まれた者で現に保育士として都道府県

知事の登録を受けている者、又は令和９年３月末までに登録を受け

る見込みの者。ただし次のいずれかに該当する方は、第１次試験に

おいて教養試験を免除し職場適応性検査及び作文試験のみとしま

す。 

① 川北町で保育士（正規・非正規問わず）として実務経験期間（注 1）が

通算３年以上ある 

② 保育園、幼稚園又は認定こども園に正規の保育士又は幼稚園教諭とし

て実務経験期間（注 1）が通算３年以上ある 

 

（注１） 実務経験期間について 

   １日６時間以上かつ１週間の勤務が５日以上の勤務（休職、育児 

休業期間を除く）の期間 

  

   ※ 障害者については、身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉

手帳の交付を受けている者。 

 

 

３ 欠格事項 

次のいずれに該当する者は受験できません。 

（ア）日本の国籍を有しない者。 

（イ）禁固以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又は、その執行を受け

ることがなくなるまでの者。 

（ウ）日本国憲法施行の日において、日本国憲法又は、その下に成立した政府

を暴力で破壊することを主張する政党、その他の団体を結成し又は、こ

れに加入した者。 



 

４ 試験の日時及び場所 

第１次試験 ９月２０日（日）場所、時間等については試験申込者に通知しま

す。 

第２次試験 １０月中旬の予定ですが、詳細は第１次試験合格通知にあわせて

通知します。 

 

５ 試験の方法 

第１次試験 

教養試験として、社会、国語、英語、理科、判断推理、数的処理、資料解釈等

にわたり、公務員として必要な一般的知識及び能力について、高校卒業程度の

択一式による筆記試験、職場適応性検査及び作文試験を行います。 

第２次試験 

主として人物について、個別により面接試験を行います。 

 

６ 受験の手続き 

川北町職員採用候補者試験申込書（役場総務課にて交付します。）に必要な事項

を記入して川北町役場総務課へ提出して下さい。 

  川北町ホームページからも申込書をダウンロードできます。 

 

※障害者については、申込書と一緒に障害者手帳の写しを添付してください。 

 

７ 受付期間 

令和８年６月１日から同年８月７日までの間、午前８時３０分から午後５時  

１５分まで行います。 

郵送の場合は、８月７日までの消印のあるものは受付けます。 

 

８ 合否通知 

第１次試験 １０月上旬 

第２次試験 １０月下旬 それぞれ本人に通知する。 

 

９ 採用と給与 

（ア）合格者は、令和９年４月１日以降に採用する。 

（イ）初任給は町の給与条例に定める行政職給料表により、学歴、経験に応じ

て定め、その他の諸手当は条例の定めるところにより支給する。 

 

10 その他 

この試験の詳細については、川北町役場総務課に問い合わせてください。 

〒９２３－１２９５ 

能美郡川北町字壱ツ屋１７４番地 

川北町役場 総務課 

ＴＥＬ（０７６）２７７－１１１１   


